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昭
和
61
年
４
月
　
青
森
県
庁
入
庁

平
成
28
年
４
月
　
青
森
県
健
康
福
祉
部
高
齢
福
祉
保
険
課
　
　

国
保
広
域
化
グ
ル
ー
プ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー

平
成
31
年
４
月
　
青
森
県
健
康
福
祉
部
健
康
福
祉
政
策
課
　
　

総
務
グ
ル
ー
プ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー

令
和
４
年
４
月
　
青
森
県
健
康
福
祉
部
こ
ど
も
み
ら
い
課
　
　

課
長
代
理

令
和
５
年
４
月
　
青
森
県
健
康
福
祉
部
健
康
福
祉
政
策
課
　
　

課
長
代
理

令
和
６
年
４
月
　
現
職

日
頃
よ
り
健
康
医
療
福
祉
行
政
に
携
わ
っ
て
い
る
皆
様
に
は

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

平
成
30
年
度
の
国
民
健
康
保
険
制
度
改
正
に
よ
っ
て
、
県
が

そ
の
財
政
運
営
や
効
率
的
な
事
業
の
確
保
等
に
つ
い
て
中
心
的

な
役
割
を
担
う
こ
と
と
な
り
、
ま
た
、「
全
世
代
対
応
型
の
持

続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
を
経
て
、
国
民
健
康
保
険
運
営
方

針
の
運
営
期
間
の
法
定
化
（
６
年
間
）、
医
療
費
適
正
化
や
国

保
事
務
の
標
準
化
・
広
域
化
の
推
進
に
関
す
る
事
項
の
同
方
針

へ
の
必
須
記
載
事
項
化
な
ど
、
国
保
制
度
の
基
盤
強
化
等
に
向

け
た
一
層
の
取
組
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

こ
う
し
た
状
況
の
中
、
県
で
は
、
国
民
健
康
保
険
事
業
の
統

一
的
指
針
と
な
る
「
青
森
県
国
民
健
康
保
険
運
営
方
針
」
に
保

険
料
水
準
の
完
全
統
一
へ
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
新
た
に
盛
り
込

み
、
令
和
６
年
度
か
ら
令
和
１１
年
度
を
対
象
期
間
と
し
て
、
令

和
６
年
３
月
に
改
定
い
た
し
ま
し
た
。

保
険
料
水
準
の
統
一
に
つ
い
て
は
、
県
全
体
で
被
保
険
者
間

の
受
益
と
負
担
が
公
平
と
な
る
よ
う
、
県
内
の
ど
の
市
町
村
に

居
住
し
て
い
て
も
、
同
じ
所
得
水
準
・
同
じ
世
帯
構
成
で
あ
れ

ば
同
じ
保
険
料
額
と
な
る
こ
と
（
保
険
料
水
準
の
完
全
統
一
）

を
実
現
す
る
た
め
、
保
険
料
、
保
健
事
業
、
収
納
対
策
、
事
務

標
準
化
の
４
つ
の
ワ
ー
キ
ン
グ
ル
ー
プ
を
設
置
し
、
令
和
７
年

度
か
ら
の
納
付
金
ベ
ー
ス
で
の
水
準
統
一
、
令
和
１2
年
度
か
ら

の
保
険
料
水
準
の
完
全
統
一
を
目
指
し
、
市
町
村
の
皆
様
の
御

意
見
を
丁
寧
に
お
聴
き
し
、
引
き
続
き
協
議
を
行
っ
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

ま
た
、
同
方
針
は
３
年
ご
と
に
検
証
を
行
い
必
要
な
見
直
し

を
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
令
和
９
年
度
の
見
直
し

に
向
け
、
更
に
市
町
村
を
は
じ
め
関
係
者
の
皆
様
と
の
議
論
を

深
め
、
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
に
沿
っ
た
取
組
を
推
進
し
て
参
り

ま
す
。

国
民
健
康
保
険
制
度
の
適
正
か
つ
安
定
的
な
運
営
の
た
め
、

本
年
度
も
、
市
町
村
の
皆
様
と
一
体
と
な
っ
て
取
り
組
ん
で
い

く
所
存
で
す
。
県
と
し
て
も
よ
り
一
層
の
努
力
を
重
ね
て
参
り

ま
す
の
で
、
皆
様
の
御
理
解
と
御
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。
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